
 

 

  受給できる事業主は、次の(１)から(９)までのいずれにも該当する事業主です。 

(１) 雇用保険の適用事業の事業主。 

(２) 平成２１年２月６日以降に設立する法人であって、次の①、②のいずれかに該当する事業主。 

  ① 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第４４条第１項に規定する特

例子会社の認定を受けた事業主であって、次のいずれにも該当すること。 

   ａ 対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者(障害者雇用促進法第４３条第１

項に規定する短時間労働者を除く。以下同じ。)として１０人以上雇用し、かつそれらの対象労働者数が当該特

例子会社の前常用労働者に占める割合が２０％以上であること。 

   ｂ 常用労働者である対象労働者のうち、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が３０％以上で

あること。 

  ② 障害者雇用促進法第４９条第１項第６号に規定する重度障害者多数雇用事業所を新たに設置した事業主で

あって、次のいずれにも該当すること。 

   ａ 対象労働者として、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者として新規に１０人以上雇

用すること。 

   ｂ 当該事業所に雇用される常用労働者のうち、対象労働者である重度身体障害者、知的障害者及び精神障

害者の割合が２０％以上であること。 

(３) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(以下「特例子会社等」といいます。)である法人の設立登記の日

以降１年以内に、助成金の対象となる対象労働者の雇入れを完了し、受給資格申請により当該対象労働者の氏

名、人数等について管轄労働局又は安定所に届け出ている事業主。 

(４) 対象労働者を助成金支給後も適切な雇用を継続すると認められる事業主。 

(５) 精神障害者雇用促進モデル事業を実施する事業主以外の事業主。 

(６) 助成金の対象となる対象労働者の雇い入れを完了した日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過す

る日までの期間において、当該特例子会社等において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた

事業主(次の①又は②に該当する解雇を行った事業主を除く。)以外の事業主。 

  ① 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 

  ② 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇 

(７) 対象労働者の雇入れを完了した日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日までの期間におい

て、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険法第２３条第１項に規定する特定受給資格者となる離職理由

特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事 

業主に対する助成金 

  

障害者の安定的な雇用を確保するため、障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇

用事業所を設立した事業主に対し、助成金を支給することにより、安定的な障害者雇用を保障するととも

に、地域における特例子会社等を増やし、それを核とした地域の障害者雇用の拡大を図ることを目的とし

ています。 

 ○ 特例子会社等設立促進助成金 

受給できる事業主 



により雇用した被保険者を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数の６％を超えて離職させて

いない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者３人以下である場合を除きます。)。 

(８) 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とす

る法人以外の法人の事業主。 

(９) 対象労働者の出勤状況及び賃金支払い状況等を明らかにする書類（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等） 

 

 

注意 

 １  次のいずれかに該当する場合は、この助成金は支給されません。 

  (1) 対象労働者の雇入れを完了した日から起算して1年前の日から当該雇入れを完了した日の前日までの間の     

いずれかの日に、助成金の支給の対象となる特例子会社の親会社、当該親会社の別の子会社その他資本金

的・経済的・組織的関連性の高い事業所に在籍していた者であって、解雇等事業主の都合により離職した者を

対象労働者として雇い入れる場合 

(2) 対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合 

  (3) 当初と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があ 

り、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについて申し出があった場合 

  (4) 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度よりも前の年 

度に係る労働保険料を滞納している場合 

  (5) 偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより３年間に 

渡る助成金等の不支給措置が執られている場合 

  (6) 労働関係法令の違反を行っていること等により助成金を支給することが適切でないものと認められる場合 

      なお、特例子会社については、親会社が労働関係法令の違反を行っているなど、親会社と子会社の関係か   

ら助成金を支給することが適切でないと認められる場合 

 ２   この助成金を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、支給した助成金の返還を求めることが 

あります。 

 ３  不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金の支   

給を受けることができないこととなった日以後３年間、助成金を受けることができなくなることがあります。 

 ４  助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求めること    

がありますのでご協力ください。 

 

 

 

 

 

  受給資格申請において認定された対象労働者数に応じた額を支給対象期（対象労働者の雇入れが完了した日

から起算した６か月後を第１期支給対象期とし、以後、１年ごとに第２期、第３期支給対象期といいます。）ごとに支給

します。 

 

 

 

 

助成金の支給額 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、対象労働者数の変動については、その変動が減少である場合は、変動後の対象労働者数に応じた額を支

給します。増加である場合は、変動前の対象労働者数に応じた額を支給します。 

 

 

 

 

 

(１) 受給資格申請 

   特例子会社等設立促進助成金を受けようとする事業主は、法人の設立登記の日以降１年以内に対象労働者    

の雇用を完了し、完了した日の翌日から起算して１ヶ月以内に、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄

する労働局長に対し、必要な書類を添えて特例子会社等設立促進助成金受給資格認定申請書（以下「認定申請

書」という。）を提出することが必要です。 

  なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所を経由して行うことができる場合があります。 

   また、認定申請書に添付する資料は次のとおりです。 

   ① 当該特例子会社等である法人の設立した日を示す書類 

   ② 障害者に関する雇用状況を満たしていることを示す書類 

   ③ 対象労働者であることを証明する書類 

     ・身体障害者手帳(写) 

     ・療育手帳(写)又は判定書 

     ・精神障害者保健福祉手帳(写) 

   ④ 対象労働者に係る雇用契約書又は雇入れ通知書 

   ⑤ 特例子会社については、子会社特例認定通知書（写）（認定申請中である場合は、子会社特例認定申請    

書(写）） 

   ⑥ その他必要と認める書類 

 

(２) 支給申請 

   特例子会社等設立促進助成金の支給を受けようとする事業主は、各支給対象期が経過するごとに、当該支   

給対象期分の助成金について、当該支給対象期の末日の翌日から起算して１か月以内に、対象労働者を雇い

入れた事業所の所在地を管轄する労働局長に対し、必要な書類を添えて特例子会社等設立促進助成金支給申

請書（以下「支給申請書」という。）を提出することが必要です。  

  なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所を経由して行うことができる場合がありま

す。 また、支給申請書に添付する書類は次のとおりです。 

対象 10人以上 15人以上 20人以上 25人以上

労働者数 15人未満 20人未満 25人未満

（第１期） （第１期） （第１期） （第１期）

助成金の 2,000万円 3,000万円 4,000万円 5,000万円

支給額 （第２・３期） （第２・３期） （第２・３期） （第２・３期）

1,000万円 1,500万円 2,000万円 2,500万円

受給のための手続き 



  ① 必須の添付書類 

   イ 特例子会社等設立促進助成金受給資格認定通知書(写) 

   ロ 前支給対象期に係る特例子会社等設立促進助成金支給決定通知書(写)(第２期及び第３期の支給対象   

期に係る申請の場合) 

   ハ 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所であることを証明する書類 

   ニ 対象労働者であることを証明する書類(上記(１)③参照) 

   ホ 対象労働者に係る雇用契約書又は雇入れ通知書 

   ヘ 対象労働者に対して支払われた賃金が手当ごとに区分された賃金台帳又はその写し 

   ト 対象労働者ごとに掲げる雇入れ日の属する月の出勤簿等 

  ② 必要に応じて添付する書類 

   イ 対象労働者の出勤簿 

   ロ 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書    

類 

   ハ 就業規則、賃金規定等 

   ニ 最低賃金法(昭和３４年法律第１３７号)第７条の最低賃金の減額 の特例の許可を受けたことを示す書    

類 

   ホ その他必要と認める書類 

 

 

※ 手続きその他詳細については、最寄りの安定所にお問い合わせ下さい。 

 


